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放送を巡る諸課題に関する検討会（第２２回）議事要旨 
  

 

１．日時  

平成３１年３月１１日（月）１０時３０分～１２時００分  

 

２．場所 

総務省地下２階講堂 

 

３．出席者  

（１）構成員  

多賀谷座長、新美座長代理、伊東構成員、岩浪構成員、大谷構成員、奥構成員、 

北構成員、小塚構成員、瀬尾構成員、竹ケ原構成員、長田構成員、三尾構成員、 

三友構成員、三膳構成員 

 

（２）プレゼンター 

  ・日本放送協会 荒木理事、今村国際放送局長 

  ・㈱メディア開発綜研 戸口代表取締役社長 

  ・慶応義塾大学 渡辺環境情報学部教授 

・日本放送協会 坂本専務理事、三谷放送技術研究所長 

 

（３）オブザーバ 

  （一社）衛星放送協会、（一社）日本ケーブルテレビ連盟、（一社）日本民間放送連盟、 

日本放送協会、日本テレビ放送網㈱、㈱テレビ朝日、㈱ＴＢＳテレビ、㈱テレビ東京、 

㈱フジテレビジョン 

 

（４）総務省 

鈴木総務審議官、山田情報流通行政局長、奈良大臣官房審議官、岡崎情報流通行政局総務

課長、湯本同局放送政策課長、柳島同局放送技術課長、三田同局地上放送課長、井幡同局衛

星・地域放送課長、渋谷同局情報通信作品振興課長、藤波同局放送政策課企画官 

 

 ４．議事要旨  

（１）ＮＨＫ国際放送の強化について 

・日本放送協会から、【資料２２－１】「国際放送の充実強化」に沿って説明が行われた。 

・㈱メディア開発綜研から、【資料２２－２】「諸外国の国際放送の状況」に沿って説明が行わ

れた。 

・慶応義塾大学 渡辺環境情報学部教授から、以下のとおり説明が行われた。 

（渡辺教授は、２０１２年から４年間、ＮＨＫ国際放送番組審議会委員を務められ、２０１４

年から２０１６年までは、同会の委員長を務められた。） 
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 ＮＨＫの国際放送のうちＮＨＫワールドについて、ＮＨＫ国際放送番組審議会での議論を振

り返りながら、六つの観点について説明する。 

 一点目は、ＮＨＫワールドの認知度の向上である。ＮＨＫ国際放送番組審議委員からは、Ｎ

ＨＫワールドは面白い番組がたくさんあるが、世界の激しいマーケットの中で、どのようにし

てチャンネルを合わせてもらうのか、というのが 大の課題としてよく取り上げられた。東日

本大震災のようなことがあると、海外からも映像の需要が増し、世界的にも関心が高まるが、

平時においては、厳しいというのが現実である。２０１９年は、Ｇ２０サミットやラグビーワ

ールドカップが開催され、２０２０年開催の東京オリンピック・パラリンピックや２０２５年

開催の大阪万博もあり、国際的に注目されるイベントが続くため、この数年がＮＨＫワールド

の国際的な認知度を高める勝負の期間となるのではないか。 

  二点目は、国益に対する考え方である。かつて、ＢＢＣがフォークランド紛争の時に「我が

国は」ではなく、「イギリス軍は」という形で表現した。これは政権と一定の距離を置いて報道

したということであり、このことがＢＢＣのジャーナリズムとしての信頼性を高めることにな

った。ＮＨＫ国際放送番組審議委員の共通した意見として、ＮＨＫは国策放送のようにはなら

ず、ジャーナリズムとしての矜持を維持してほしいというものがあった。 

  この点に関して、非常に重要な点として、ＮＨＫワールドがＤＧ７（ディレクタージェネラ

ル７）に加入しているということが挙げられる。ＤＧ７は、言論の自由や独立した編集権等の

ジャーナリズムの基本的な価値観を共有する先進国のネットワークであり、「英・米・独・仏・

オーストラリア・オランダ・日本」が参加している。ＮＨＫは６年前から正式に加入しており、

アジアでは唯一の公共放送機関である。この点は、ＮＨＫワールドのジャーナリズムの信憑性

を担保するための非常に重要なブランドであり、これからも大切にしていただきたい。 

  三点目は、多言語化である。韓国や中国の国際放送は、積極的に多言語化を進めており、当

時はＮＨＫワールドが英語のみだったこともあり、ＮＨＫ国際放送番組審議委員からは、多言

語化の必要性を求める意見が多数あった。例えば、中国では、ワシントンＤＣの他、インドの

次にアフリカの時代が来ることを想定し、長期的なアフリカにおけるアジェンダセッティング

を有利に進めるために、ケニアのナイロビに放送拠点を設けている。こういった観点について

も、ＮＨＫワールドのあり方について、今後の検討課題となり得るだろう。 

  四点目は、国内の外国人への情報提供である。中国、韓国やその他の国に行っても、その国

で何が起きているのか、比較的容易に英語でアクセスできるチャンネルがあるが、日本の場合

は、そういった手段がないという現実がある。東日本大震災においては、災害情報の伝達が問

題になったが、今後、インバウンドの観光客が増加し、外国人材受入拡大により外国人が多数

居住するようになると、この問題がますます重要になってくるだろう。ＮＨＫ国際放送番組審

議委員の間で、ブレインストーミング的な議論として、ＮＨＫの地上波やＢＳで国際放送専門

チャンネルを開設できないのか、というものがあった。ただ、新規のチャンネル開設は難しい

と思われるため、ＮＨＫに対しては、モバイル視聴向けのインターネット上のライブ動画のさ

らなる拡充が強く求められているのではないか。 

  五点目は、視聴方法の観点から、オンデマンド配信の必要性である。ＮＨＫワールドは同じ

番組をサイクルで流しているため、海外に行った時に、例えば、ニューヨークの朝に見ても、

仕事から戻って見ても、同じ番組になってしまうことがある。こういうミスマッチを防ぐため

には、オンデマンドによる配信サービスをさらに拡充する必要があると思われる。また、海外

の日本研究の動向を追っていると、日本の 新情報を得るのが難しい中にあって、ＮＨＫワー
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ルドのコンテンツは英語でアクセス可能であることもあり、非常に重宝されていると感じる。

例えば、将来アニメなどを通じて日本に関心を持った外国人の方が、さらに日本について学ぶ

上で、関心を深めていくためのツールとして、教室の中でも、オンデマンドで魅力的なコンテ

ンツを視聴できる環境が整うことが求められている。 

  六点目は、ドラマの海外発信である。ＮＨＫ国際放送番組審議会では、ＮＨＫワールドの海

外モニターからのフィードバックの報告を受けていたが、旅番組や伝統文化を紹介する番組の

他に、日本のドラマを見たいという声が多かったのが印象的だった。これはＮＨＫ製作・民放

製作のドラマ両方である。韓国では、ドラマを積極的に海外に展開しているが、日本では著作

権のクリアがネックになっている。韓国では放送局が番組として著作権を持っているのに対し

て、日本では各プロダクション等にひとつひとつ打診していかなければならないということで、

数年かかってしまうケースもあるようである。この点は、将来、より重視して取り組んでいく

べき課題であると思われる。 

  

（２）ＮＨＫの技術開発成果・設備の活用のあり方について 

・日本放送協会から、【資料２２－３】「ＮＨＫの研究開発と他事業者との連携」に沿って説明

が行われた。 

 

（３）放送法の一部を改正する法律案について 

・総務省から、【資料２２－４】「放送法の一部を改正する法律案について」に沿って説明が行

われた。 

 

（４）意見交換 

・各構成員等から以下の通り発言があった。 

 

 ＜ＮＨＫ国際放送の強化について＞ 

【岩浪構成員】 

ＣＧＴＮの展開について、自分が５Ｇ関係で聞いた話として、㈱メディア開発綜研の説明に

補足する形で紹介する。まず、ＣＧＴＮは、技術的には５Ｇ時代を見据えてモバイルファース

トを推進していくこととしている。次に、内容面では三つの観点があり、一点目は、本来の目

的と思うが、国としての主張を届けること。ここを見れば国の公式見解がわかる。二点目は、

金融・経済情報に非常に力を入れている。自国だけでなくグローバルな金融・経済情報を積極

的に取りに行っている。三点目は、共同のプロジェクトにおける相手国の映像を映すというよ

うに、相手国との交流状況を放送するというもの。これにより相手国の人が視聴してみようと

いうキッカケになるらしい。 

 

【三尾構成員】 

  現在、周知のとおり民間放送事業者においても、放送コンテンツの国際展開を進めているが、

資金面やノウハウの不足により、厳しい状況となっている。ＮＨＫはこれまでの歴史もあり、

国際放送も充実していることから、国際展開に関して高い経験値を持っているだろう。今後、

ＮＨＫとして、そういったノウハウや経験を、民間放送事業者の放送コンテンツの国際展開に

役立てるといった方向性はあるのか、お伺いしたい。 
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【日本放送協会（今村国際放送局長）】 

 ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮでは、毎年、民間放送事業者の番組を英語化して、世界に発信す

る取組を行っている。また、昨年、ケーブルテレビ連盟の大会で、ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ

賞を設けさせていただき、大分ケーブルテレコムの番組を、英語化してＮＨＫワールド ＪＡ

ＰＡＮで世界に発信した。世界から大変高い評価をいただき、フィードバックしている。こう

いった取組は、具体的な形で進めていくのが大切だと認識している。今年についても、そのよ

うな提案があれば、積極的かつ具体的に検討していきたい。 

   

【日本放送協会（荒木理事）】 

民間放送事業者のコンテンツを積極的に活用していくことは、ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮ

の大きな課題として認識している。今後、民間放送事業者を含めた様々な団体と協力しながら、

そのような取組ができるように取り計らっていきたい。 

 

【瀬尾構成員】 

  世界の競争の中でのＮＨＫの国際放送のプレゼンスについて、ＮＨＫに期待されているのは、

ＣＧＴＮのように国策で自国の価値観を押し広げるという国策的な媒体ではなく、ＢＢＣのよ

うに信頼されるジャーナリズムメディアとしての価値を持つことである。この点は、非常に重

要であり、ＮＨＫの国際的なプレゼンスを考えるに当たっては、この点を重視していただきた

い。 

 

【日本放送協会（荒木理事）】 

 ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮの評価については、国際戦略調査（インターネット調査）の結果

では、ＮＨＫの公平性・客観性・公正性の評価が非常に高くなっている。「だからＮＨＫワール

ド ＪＡＰＡＮを視聴する」という回答が多い。ＮＨＫでは、国際番組基準を策定しており、そ

の中で、ニュースは事実を客観的に報道するとしている。ＮＨＫでは、客観性をもって、真実

をきちんと伝えていく方針を維持しながら、同時に日本の重要政策や外交方針の理解を広めて

いく、ということを進めていきたい。ＮＨＫはあくまで独自の判断に基づき、客観的な事実を

伝えていくという方針を堅持していきたいと考えている。  

 

【小塚構成員】 

  【資料２２－２】「諸外国の国際放送の状況」ｐ１の「諸外国のテレビ国際放送の実施体制等

の比較」について、各国事業者の事業規模は、モバイルやネット環境の活動を含めた予算規模

なのかどうかお伺いしたい。 

 

【㈱メディア開発綜研（戸口代表取締役社長）】 

  ご指摘の点について、各国の事業規模は、横並びでの比較が難しいデータとなっている。本

表はテレビ国際放送の比較の資料のため、わかる範囲でテレビを中心として掲載しているもの

である。ＮＨＫの場合、テレビ国際放送の数値のみを計上しているが、ＢＢＣはラジオを含め

ていたりと、切り分けができない国については、合計の事業規模を掲載している。 

 

【竹ケ原構成員】 

  ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮの視聴可能世帯数について、【資料２２－２】「諸外国の国際放
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送の状況」ｐ１の「諸外国のテレビ国際放送の実施体制等の比較」によると、約３億世帯とな

っていることから、カバレッジとしては、各国と遜色ないレベルを達成しているが、実際に視

聴しているアクティヴユーザーがどの程度いるか、ＮＨＫとして把握しているか。 

 

【日本放送協会（荒木理事）】 

 実際にどのくらいの世帯に見ていただいているかは、なかなか測りにくい部分があるが、【資

料２２－１】「国際放送の充実強化」ｐ１１の「国際戦略調査」でご説明したとおり、認知率と

あわせて四半期リーチ率を調べており、２０１８年度第三四半期では、三ヶ月に一度以上ＮＨ

Ｋワールド ＪＡＰＡＮに接触したという人の割合は、ワシントンＤＣで７．９％、インドネシ

アで３３％、タイで２２％という調査結果となっている。 

  

【竹ケ原構成員】 

  ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮは、素晴らしいコンテンツを多様に展開しているので、カバレ

ッジを広げることと並行して、実際に見ている人をどんどん増やしていくような取組について、

現状把握を含めて、進めていただきたい。 

 

【日本放送協会（荒木理事）】 

  ＮＨＫワールド ＪＡＰＡＮの今後の展開としては、多言語化を図っていく、また、インター

ネットへの展開を強化していく方針である。ＳＮＳではフェイスブックなどにもショート動画

を載せるなど、様々なコンテンツを紹介している。テレビとインターネットは車の両輪であり、

ともに進めることで、認知率の向上と視聴者の増加を図っていきたいと思っている。 

 

＜ＮＨＫの技術開発成果・設備の活用のあり方について＞ 

【伊東構成員】 

 【資料２２－３】「ＮＨＫの研究開発と他事業者との連携」ｐ４の「音声認識技術の字幕制作

への活用」について、放送波に比べてネット配信は一般に遅延すると思うが、この図では、放

送波の番組内容とネット配信による字幕の情報が同期しているように見えるため、本システム

の仕組みについてお伺いしたい。 

 

【日本放送協会（三谷ＮＨＫ放送技術研究所長）】 

  本件は、トライアルで実施しているものであるが、放送波の番組内容に対して、ネット配信

の字幕の情報は、同期しておらず、現時点で約４秒程度遅延している。これからの技術向上に

より、もう少し遅延時間を短くできるのではないかと考えている。 

 

【伊東構成員】 

  ＮＨＫの研究開発やネットでの映像配信については、他事業者と積極的に連携・協力を推進

されており、期待している方向に進んでいるものと認識している。一方、基幹放送の重要な役

割のひとつとして、災害時の報道や災害に関する情報提供があるが、災害発生時における設備

や機器の活用について、他事業者との連携や協力は行っているのか、あるいは、今後実施する

お考えはあるのか。また具体的な事例があれば、それも併せてお伺いしたい。 

  災害時の対応については、平時の運用とはかなり異なってくると思うが、ＮＨＫにおいては、

費用対効果を十分に配慮して、他事業者との設備の共用や共同運用等についても前向きに検討
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していただくことを期待しており、その観点からの質問である。 

 

【日本放送協会（坂本専務理事）】 

  視聴者にいち早く災害情報を届けるために、放送所の敷地や鉄塔などの共用部分については、

民放とも協力して、迅速な復旧に向けた取組を行っている。また、東日本大震災や伊豆大島大

規模土砂災害など長期間の停電が見込まれる場合は、ＮＨＫの電源確保に支障のない範囲で、

ＮＨＫ単独で保有している非常用電源から民放の放送設備へと電源供給を行った事例はある。

２０１６年の熊本地震では、南阿蘇テレビ・ＦＭ放送所が傾くなど甚大な被害が発生したが、

その時はＮＨＫと民放が連携して、仮の放送所の設置場所を探し、電波の送信の条件等につい

て、ＮＨＫが民放に情報を提供しながら、仮設放送所を設置し、電波の確保に当たった。 

なお、災害時における送信機の予備機材の民放への貸し出しについては、ＮＨＫも被災の可

能性があるため、いざというときに確実に放送を送り届ける必要性から、実施していない。 

いずれにしても、災害時における民放との連携は極めて重要であるため、引き続き、取り組

んでまいりたい。 

 

【三膳構成員】 

 音声認識技術の字幕制作への活用については、実際に聴覚障害者からも評価がある程度あっ

たということなので、このような取組は、前向きに進めていただきたい。 

 また、ｒａｄｉｋｏやＴＶｅｒに関する民放との連携に関しても、ユーザー視点からすれば

ＮＨＫの参加は望ましいことだと思われるため、引き続き、連携を進めていただきたい。 

 一方、こうした技術については、どうしても国内の話になりがちのため、国際的な協力のよ

うな取組をＮＨＫとしてされたりしているのか 

 

【日本放送協会（三谷放送技術研究所長）】 

 ＮＨＫは、ＩＴＵ（国際電気通信連合）のＩＴＵ－Ｒに参加し、国際的な規格の策定に貢献

しているところ。また、その他の国際連携の例として、ＡＢＵ（アジアブロードキャストユニ

オン）から、外国人の技術者を受け入れて、一緒に研究を進めている。これからもできる限り

国際連携について、積極的に取り組んでいきたいと考えている。 

 

【奥構成員】 

 本日は、東日本大震災から８年という日でもあり、ＮＨＫの災害時の対応についてお伺いし

たい。災害時において、ＮＨＫが中心的な役割をされるというのは、基本的な期待だと思われ

るが、仮に東海地震や東南海地震のような災害があって、渋谷の放送センターや大阪の放送局

も被災した場合は、どのような段取りで対応することになっているのか。 

 あるいは、北海道胆振地震のように、全域停電が起こった場合はどのように対応するのか。

また、こういった災害が起こった場合の、放送番組の同時配信に対する二重・三重に対応する

段取りが進められているのかをお伺いしたい。 

 

【日本放送協会（坂本専務理事）】 

災害時の対応について、渋谷の放送センターが被災した場合は大阪局で対応し、大阪局が被

災した場合は、福岡局を含めて他の放送局でバックアップする体制を構築している。 

 電源の確保については、それぞれの地域の放送局で非常用電源を用意しているので、それら
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の融通を利かせながら対応することになる。放送番組のネット同時配信については、いまも大

規模災害時には、ネット同時配信を実施しており、これを基本にして実施していくことになる

と考えている。 

 

【長田構成員】 

【資料２２－３】「ＮＨＫの研究開発と他事業者との連携」ｐ３の「テレビ向け映像配信技術

（２）」で紹介されている「視聴者に応じたＣＭ差し替え」の事例について、視聴者の属性に合

わせて行うという説明があったが、その属性はどうやって取得するのか、ＣＭを差し替える場

合に、どうやって視聴者に伝えるのか、別の意味で課題がある取組ではないかと思われる。そ

のため、本格的に普及を促進する段階には、丁寧に対応していただきたい。 

 

【日本放送協会（坂本専務理事）】 

 いまのご指摘の点については、民放とも共有しながら対応していきたい。 

  

＜放送法の一部を改正する法律案について＞ 

【岩浪構成員】 

 放送法改正案によって、ＮＨＫの常時同時配信ができるようになるということは大変な一歩

ではあるが、同時にまだ一歩目だと思う。近年、非常に高速な技術革新やユーザーのライフス

タイルの変化がある中、テレビ自体を再定義すべき時がきているのではないか。 

 今回の法改正はＮＨＫにとっては常時同時配信解禁という大変化であるが、民放にとっては

これまでと何も変わらない。民放と力を合わせて変化する技術やユーザーの期待に応えるため

には、テレビの再定義の議論が必要だと思う。今回を第一歩として、テレビの再定義の議論を

行っていただきたい。 

 

【新美構成員】 

 ＮＨＫの常時同時配信の実施は、大きな一歩であるが、これによって、同時配信は、放送の

ロジックなのか、通信のロジックなのか、あるいは、新たなロジックをどう構築するのか、と

いう非常に大きな宿題があることを注意しなければならない。今後、この点について、覚悟を

して議論を進めていかなければならないだろう。 

また、放送事業者はこれまでの放送のロジックが、通信でも通用すると思っているかもしれ

ないが、通信の世界はなまなかなことでは取り込むことができないので、是非そのあたりにつ

いても今後一緒に考えていきたい。 

 

【小塚構成員】 

 放送法改正案のガバナンスとコンプライアンスの強化について、制度をきちんと整えること

は重要であるが、一般企業のコーポレートガバナンスでは、法律の外側で様々な良いガバナン

スのあり方が常に模索され、改善されている。ＮＨＫにおかれては、一般企業のこうした動向

に注意しながら、良いガバナンスを作っていただきたい。 

 

【多賀谷座長】 

総務省におかれては、ただいま説明いただいた法案に関連し、常時同時配信を含むインター

ネット活用業務や子会社を含むＮＨＫグループ全体のガバナンス・情報公開のあり方等に係る
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制度設計の詳細について、更に検討を進めていただきたい。 

本件については、本検討会においてもしっかりフォローしていくとともに、必要に応じてＮ

ＨＫ等からもヒアリングを行ってまいりたい。 

 

 ＜その他＞ 

【多賀谷座長】 

  後に、前回会合で議論した「ＮＨＫアーカイブの活用促進」に関して、一般社団法人全日

本テレビ番組製作社連盟が会員社に対し、ＮＨＫアーカイブスの利用についてアンケートを実

施した。その結果について資料を配布しているので、ご参照いただきたい。 

 

（以上） 

 


